
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

こ
の
町
で
起
業
を
希
望
す
る
人
を
地
域
ぐ
る
み
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す 
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創
業
希
望
者
の
背
中
を
後
押
し

　

こ
の
ほ
ど
川
根
本
町
で
は
、
産

業
競
争
力
強
化
法
に
基
づ
く「
創

業
支
援
事
業
計
画
」を
策
定
し
、

平
成
28
年
5
月
20
日
に
経
済
産
業

省
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
県
内
の「
町
」と
し
て

は
、
吉
田
町
に
次
い
で
２
番
目
の

認
定
と
な
り
ま
す
。

　

起
業
・
創
業
に
関
係
す
る
町
内

の
機
関
が
協
力
し
て
創
業
希
望
者

の
背
中
を
後
押
し
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
仕
事
の
創
出
や
雇
用
の
促

進
に
つ
な
げ
、
町
の
商
工
業
を
元

気
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
新
た
な

取
り
組
み
で
す
。

　

今
後
、
役
場
商
工
観
光
課
内
に

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口
を
設
け

る
と
と
も
に
、
連
携
機
関
で
あ
る

川
根
本
町
商
工
会
、
島
田
信
用
金

庫
川
根
支
店
、
日
本
政
策
金
融
公

庫
静
岡
支
店
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
創

業
希
望
者
の
身
近
な
相
談
窓
口
と

な
り
、
各
機
関
の
専
門
性
を
活
か

し
た
手
厚
い
支
援
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。
ま
た
今
後
、
本
町
の
特
定

創
業
支
援
事
業（
※
）で
あ
る「
連

携
機
関
に
よ
る
個
別
面
談
指
導
」

の
実
施
や
、
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

等
の
開
催
を
通
し
て
、
起
業
・
創

業
し
や
す
い
町
づ
く
り
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

川
根
本
町
創
業
支
援
事
業
計
画
を
経
産
省
が
認
定

川根本町の起業・創業に関する
情報は、静岡県中部地域の「起
業創業支援ポータルサイト」で
もご紹介しています。

「特定創業支援事業」を受けるとこんなメリットが
１ 登録免許税が資本金の 0.7％→ 0.35％に、最低税額が 15万円→ 7.5 万円に減額
２ 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠が1,000 万円→ 1,500 万円に拡充
３ 創業 2カ月前から対象となる創業関連保証の特例が、創業 6か月前から利用可能に
４ 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者への融資「新創業融資制度」 に
ついて、創業資金総額の 10分の 1以上の自己資金要件を満たす人として認定

５ 新たに創業する人や第二創業を行う人に対して、その創業等に要する経費を補助金交付
※ただし国の補助事業であるため現時点では詳細は未定（中小企業庁HP等で公表）

川根本町商工観光課
電話（58）7077

川根本町商工会
本所　電話（56）0231　支所（59）2258

島田信用金庫川根支店
電話（56）1131

日本政策金融公庫静岡支店
国民生活事業　電話（054（254）4411

※
特
定
創
業
支
援
事
業
と
は

　

創
業
を
希
望
す
る
人
へ
の
継
続

的
な
支
援
の
こ
と
で
、
創
業
に
必
要

な
4
分
野（
経
営
・
財
務
・
人
材
育

成
・
販
路
開
拓
）の
知
識
が
す
べ
て

身
に
つ
く
事
業
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
町
内
の
連
携
機
関（
川
根
本
町

商
工
会
、
島
田
信
用
金
庫
川
根
支

店
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
静
岡
支

店
）の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
4
回

以
上
、
ま
た
1
カ
月
以
上
を
か
け

て「
個
別
面
談
に
よ
る
指
導
」を
受

け
、
４
分
野
に
関
す
る
知
識
を
す

べ
て
習
得
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

役場商工観光課では商工交流室員が相談対応いたしますので、事前にお電話にて、お名前、来庁希望日時などをお伝えください。

起業希望者

・個別面談指導
・相談業務　
・情報発信
・経営指導
・創業セミナー等共催

川
指指導指指指導指個別 談指

根本町商工会根本町商工会

・個別面談指導
・相談業務　
・情報発信
・経営指導
・創業セミナー等共催

島田信用金庫田信用金庫
・ワンストップ相談窓口
・起業補助金相談業務
・情報発信
・創業セミナー等共催

川根本町根本町

・個別面談指導　・相談業務
・情報発信　　　・金融支援

日本政策金融公庫本政策金融公庫

▶▶創業希望者を支援するサポート体制
　役場商工観光課がワンストップ相談窓口として相談内容に適し
た機関の紹介や取り次ぎを行うほか、町独自の起業関連補助金等
の説明を行います。
　商工会、島田信用金庫、日本政策金融公庫はそれぞれ専門性を
活かした相談窓口として相談者に寄り添い、
特定創業支援事業「個別面談指導」の実施
団体として機能します。

ここにも、一つの物語。
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建
設
課
・
事
業
室　
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「
地
域
防
災
力
の
向
上
を
目
指
し
て
」

局
地
的
豪
雨
に
備
え
、
土
砂
災
害
防
災
訓
練
を
実
施

　

6
月
５
日
、
上
岸
地
区
集
会
所
に
て
、

大
雨
等
に
よ
る
土
砂
災
害
に
備
え
た
防
災

訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。
訓
練
に
は
、
53

名
（
上
岸
区
民
43
名
、
県
中
部
危
機
管
理

局
職
員
1
名
、
県
島
田
土
木
事
務
所
川
根

支
所
職
員
1
名
、
消
防
団
第
3
分
団
員
4

名
、
役
場
建
設
課
職
員
4
名
）
が
参
加
。

身
近
な
危
険
箇
所
の
把
握
、
避
難
場
所
、

避
難
経
路
を
地
図
に
表
し
た
「
手
作
り
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

訓
練
参
加
者
の
方
か
ら
、「
近
所
の
人

達
と
コ
ミ
ュ
二
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
た
こ

と
は
良
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
訓

練
は
２
、３
年
に
１
回
は
必
要
」
と
い
っ

た
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
局
地
的
豪
雨
」
に
対
応
す
る
に
は
、

避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
過
信
す
る
こ
と
な

く
、
住
民
自
ら
危
険
を
判
断
し
、
自
主
避

難
を
す
る
と
い
っ
た「
防
災
意
欲
の
向
上
」

が
必
要
不
可
欠
で
す
。
地
域
特
有
の
災
害

の
発
生
原
因
や
避
難
経
路
の
問
題
を
確
認

し
適
切
な
避
難
ル
ー
ト
を
検
討
す
る
「
手

作
り
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
作
成
や
土
砂
災

害
防
止
訓
練
の
実
施
に
よ
り
、
地
域
の
皆

さ
ま
一
人
一
人
が
防
災
意
欲
と
『
地
域
防

災
力
』
の
向
上
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

県
中
部
保
健
所
衛
生
薬
務
課　

☎
０
５
４（
644
）９
２
８
３

島
田
食
品
衛
生
協
会　

☎
０
５
４（
644
）９
１
５
９

　

お
肉
の
生
食
や
、
焼
肉
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
で
の
お
肉
の
加
熱
不

足
に
よ
る
Ｏ-
１
５
７
や
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

特
に
小
さ
い
お
子
さ
ま
、
ご
高
齢
の
方
、
体
が
弱
っ
て
い
る
方
な
ど

は
、
食
中
毒
の
症
状
が
重
症
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
と
て
も
危
険
で
す
。

　

正
し
い
知
識
を
も
ち
、
家
庭
で
も
で
き
る
Ｏ-

１
５
７
や
カ
ン
ピ
ロ

バ
ク
タ
ー
食
中
毒
の
予
防
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
腹
痛
、
下
痢
、
血
便
、
発
熱
な
ど
、
食
中
毒
が
疑
わ
れ
る
症

状
を
発
症
し
た
場
合
に
は
、速
や
か
に
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▼「
Ｏ-

１
５
７
」・「
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
」食
中
毒
の
予
防
方
法

◉
お
肉
の
生
食
は
避
け
、
十
分
に
加
熱
す
る

　

お
肉
の
生
食
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

　

お
肉
の
中
心
部
を
75
℃
で
１
分
間
以
上
加
熱
す
れ
ば
菌
は
死
滅
し
ま

す
。

◉
生
肉
に
触
れ
た
食
器
を
使
用
し
て
食
べ
な
い

　

お
肉
を
焼
く
と
き
の
取
り
箸
、
ト
ン
グ
な
ど
は
専
用
の
も
の
を
使
い

ま
し
ょ
う
。

◉
調
理
器
具
の
消
毒
を
十
分
に
行
な
う

　

お
肉
を
扱
っ
た
調
理
器
具
は
洗
剤
で
洗
い
、
熱
湯
等
で
消
毒
し
て
か

ら
他
の
食
品
の
調
理
に
使
い
ま
し
ょ
う
。
肉
専
用
の
包
丁
や
ま
な
板
を

用
意
し
、
他
の
食
材
と
の
共
用
を
避
け
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
す
。

◉
手
洗
い
を
十
分
に
行
な
う

　

お
肉
を
触
っ
た
後
や
ト
イ
レ
の
後
は
、
し
っ
か
リ
手
洗
い
し
ま
し
ょ

う
。 お

肉
の
生
食
や
加
熱
不
足
に

 

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！
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